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研究者を守る安全保障貿易管理：
教員・研究者が押さえるべきポイント

令和８年４月

経済産業省
安全保障貿易管理課
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本資料では、安全保障貿易管理を適切に実践するために

教員が関わる実務プロセスと留意点を解説します
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第１章 はじめに
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大学等における悩みの声

本資料の目的

教員

教員
輸出管理担当者

上記の背景を踏まえた、本資料の主目的は以下の２つである

教員の皆さまの役割を明確にし、輸出管理に

関わる実務プロセスを整理することで、

より円滑かつ主体的に輸出管理業務に取り組

んでいただけるようにする

基本業務である「該非判定」と、具体的場面

である「外国出張」 「共同研究」 「人の受入

れ」で、教員目線での輸出管理に係る実務プ

ロセスやポイントを解説する

輸出管理って、結局は輸出管理担当者

の仕事だと思ってしまい、自分がどこまで

関わればいいのか迷います

自分たちももっと関わるべきだとは思

うけれど、どうしたら主体的に関与で

きるのか、正直よく分かりません

現場がスムーズに回るように、どうしても

今の役割分担を受け入れざるを得ない

ことが多いです

教員の皆様が円滑に輸出管理へ取り組めるよう、

本資料は教員が実際に関わる実務プロセスや留意点を整理することを目的とします

1. はじめに｜目的・狙い

1 2

提供する技術の内容は教員本人し

か分かりません。そのため、正しく判定

できているのか不安です。

輸出管理担当者
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研究活動の健全な発展と国際的な信頼確保のため、教員一人ひとりが輸出管理の重要性

を理解し、大学の定める手続を適切に履行する必要があります

1. はじめに｜大学等の教員に輸出管理が求められる背景

研究・教育活動の中での輸出管理の必要性

教員の役割

研究・教育活動を実施するにあたって、技術・情報の提供主体として、

教員一人ひとりが輸出管理の重要性を理解し、大学等の定める手続を適切に履行することが求められる

⚫ 研究成果や技術が懸念活動へ軍事転用されることを防ぎ、国際社会の平和と安全の維持に貢献する必要がある 

⚫ 不適切な技術提供は、法令違反に問われるだけでなく、大学の国際的信用の失墜や、共同研究・留学生受入れ

の停滞を招きかねない

⚫ 科研費をはじめとする競争的資金制度においても、外為法の遵守や管理体制の整備が要件化されており、

研究資金獲得に直結する課題となっている※

注）科研費研究者には外為法等の遵守が求められ、令和7年度助成より、規制技術の提供予定や管理体制の有無が交付決定前の必須確認事項となった。（科学研究費助成事業（科研費）のお知らせ）

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/06_jsps_info/2023/g_1629.html?nstoken=7SOY%2FFbMog3%2FTQb%2FYOdCufM%2FS5ick3VzTEWaurLsvKwJnToZN0npY9yTnZVt5XjT3RS659j8XKhB%2BfojJ1jCwriMftxD%2FH3lc4oDIruBWy0Mk8DmV6%2FzIQ%2F7Y1EudizlXr2XngVC6UoIAkn67CMRBSlATNlCFLGiUT4arG%2B9opBaqpc5M8IK1NNtksppEJCHxxBzrEJfPwL07EsQsDIycu6oG%2BE%2BvSAsa0FP91UfGjCmVzTSgBoUz6ec4wiznmJ2GKj0UhBTY34iuXXI28y5POb1z%2FVeKLG3CJbw2rALaSP9Xvr%2B%2FbgPb%2FplYEJ498mF%2BSmp345LwlbqKYeZ3eMQaj5dq9F%2FqpXXrkdyYra7x3QrG9Tzvi7RXSa1iOSAdrXHy%2F3fE54HFFL6CyGs%2B%2Fg2UUBpi5iezJq8l3rwbccH5ZxjOC%2Fel4S1kYFnWob5N5417ufncZoxD1Pf8fDEME7uPBNSbC29FU0m9l0e8M8blc%2B3rbI6044Q8pEpiav1uiXc8sp7K0v9jkfQULkhy9atJpc2gZ9nrTpzMRMupUK6SiUzdKN6I7c94aO57obBlnLg&nscheck=%2Fhw4vZduIF%2BIpgrjU0PG9w%3D%3D
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大学や研究機関においては、外為法の規制対象となりうる技術を扱う研究分野として、

以下に挙げる分野に特に注意を払う必要があります

1. はじめに｜特に注意すべき分野

出所）安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（第五版）をもとに作成。

※青字は大量破壊兵器等と関連が深く、特に留意が必要である。

原子力技術（原子核反応、中性子工学等）

精密機械技術、精密加工技術、精密測定技術

自動制御技術、ロボット技術

化学・生化学（特に人体に有害な化学物質、

解毒物質） 

バイオテクノロジー・医学（特に感染症・ワクチ

ン）を含む生物学

航空宇宙技術、高性能エンジン技術

高性能・高機能材料技術（耐熱材料、耐腐

食性材料等）

航法技術

海洋技術

情報通信技術、電子技術、光学技術

規制される貨物の設計、製造、使用に係るプ

ログラム開発技術

シミュレーションプログラム技術 
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留学生の受け入れや、共同研究等の活動の中にも、

外為法の規制対象となり得る貨物・技術のやり取りが多く含まれています

1. はじめに｜輸出管理が求められる場面

外国出張

国際学会での発表等

• 研究成果の提供

• サンプル品の持ち出し、海外送付

• 展示会への出品

海外での観測・実験等

• 観測機器・実験装置の携行、

海外送付

• 自作の研究資機材の携行、海外送付

外国の大学や企業との共同研究

現地で実施するもの／受入れして行うもの

• 実験装置の貸与に伴う提供

• 共同研究に伴う実験装置の改良、開発

• 技術情報のFAX、USBメモリ、電話や電子

メールでの提供

• 授業、ゼミ、発表会、打合せ（※オンライ

ン・海外とのやり取りも含む）

• 共著論文の作成

• 実験サンプルの提供

留学生・外国人研究者の受け入れ、訪問

• 実験装置の貸与

• 研究指導に伴う実験装置の改良、開発

• 受入・訪問の前後に行う技術情報のFAX、

USBメモリ、電話や電子メールでの提供

• 授業、ゼミ、発表会、打合せ

• 研究指導、技能訓練

• 研究施設の見学、工程説明、資料配布

該非判定

出所）安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（第五版）をもとに作成
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輸出管理手続きのうち、

教員は主に事前確認シートや審査票の記入の段階で主体的な関与が求められます

1. はじめに｜主要な輸出管理手続き

大学・研究機関における主要な輸出管理手続きの流れ

定期確認事後対応許可申請

 相手先の確認：

相手が非居住者かを

確認

相手が特定類型該

当者かを確認

 懸念情報確認：

提供内容・相手先・

用途を確認

 例外適用確認：

公知の技術や基礎

科学分野の研究活

動等、許可不要とな

る場合の確認

 該非判定：

リスト規制該当性を

確認（合体マトリク

ス表等を活用）

 用途・相手先の確

認：キャッチオール規

制や外国ユーザーリス

ト等も参照

 例外適用確認：

公知の技術や基礎

科学分野の研究活

動等、許可不要とな

る場合の確認

 許可申請

リスト規制・キャッチ

オール規制に該当す

る場合は経済産業

省に許可申請を行う

 周知・指導・研修

法令遵守や管理意

識向上のための教

育・研修

 監査・報告

管理体制や手続きの

定期的な監査、違反

時の報告

 文書管理

関連書類・記録の

保存

 同一性確認

許可取得後、実際に

提供・輸出する内容

が申請内容と同一か

確認

 文書管理

審査記録や許可証

等を適切に保存

人の受入れ、外国出張、共同研究など個別の案件ごとに確認する

出所）安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（第五版）、令和7年度大学等輸出管理担当者向けワークショップ「輸出管理業務を行う上でのコミュニケーションのヒント」をもとに作成。

注）青字の箇所は、教員が関わる業務。赤字の箇所は第2章以降で解説

取引審査審査票の記入事前確認シートの記入

 取引審査：

許可申請が必要か、

技術の提供や貨物の

輸出が妥当かについ

て審査を実施

特に教員が関わる部分
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第２章 輸出管理の基本業務：該非判定
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事前準備 該非判定キーワードの抽出 合体マトリクス表における検索

該非判定では、輸出管理担当者と連携して貨物・技術の情報を収集し、リスト規制該当性

を確認することが求められます※

2. 該非判定｜プロセスとポイント

出所）安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（第五版）、令和7年度大学等輸出管理担当者向けワークショップ「輸出管理業務を行う上でのコミュニケーションのヒント」をもとに作成。

該非判定のプロセスとポイント

 貨物の輸出や技術の提供を伴う

学術活動を行う前に、事前確認

シートを予め記入し、輸管担当に

相談・申請する

 貨物・技術の仕様等の詳細や、

関連する物品・技術を輸管担当

に伝達する

 貨物・技術の合体マトリクス表で

の検索に先立ち、貨物・技術の

名称や、仕様に関するキーワーをド

同義語・類義語を含め幅広く抽

出する

 判断に迷う際は、輸出管理担当

者に相談する

 Excel検索機能を用いて、合体マ

トリクス表でキーワードを検索し、

規定内容を確認する

 貨物の項番を引用していない「は

み出し技術」の対象となっている

可能性もある

 検索結果と貨物の仕様や技術の

内容を比較し、リスト規制該当性

を確認する

 該当する場合は該非判定票等を

記入し、しかるべき学内の責任者

に提出する

事前準備 輸管担当への伝達 炭素繊維 該非判定

該非判定票もしく

は審査票の提出
名称・
呼び名

仕様

機能・
特性

用途

2の項17

5の項18

✓ 輸出管理担当者から詳細に

ついてヒアリングを依頼された

場合には、エビデンスを提出す

る

✓ メーカー等から該非判定書を

入手していても、内容を鵜呑

みにせず、自ら確認する

✓ 同一の貨物でも呼び名や表記

が異なる場合があるため、法令

上の用語と一般的な呼び名を

混同しないよう、留意する

✓ キーワードの抽出には、読み替

えが必要な用語や化学物質の

詳細用語（例）を活用する

✓ 一つの検索用語が複数の規制

項番に該当する場合があるた

め、見落としに注意する

✓ リスト規制は毎年改正されるた

め、常に最新情報を確認し過

去の判定結果を参照する際も

必ず最新法令で再確認する

✓ 該非判定は貨物・技術を輸

出・提供しようとしている教員

自身が判断することが原則とな

る

✓ 判断に迷う場合は、学内の輸

管部門や経済産業省に相談

する

※大学によって運用が異なる場合があるため、必ず自大学の運用方法を確認してください。

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/shyourei-matrix/gattai_matrix_20250528.xlsx
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/shyourei-matrix/gattai_matrix_20250528.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.meti.go.jp%2Fpolicy%2Fanpo%2Fdaigaku%2Fkensaku-yougo.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.meti.go.jp%2Fpolicy%2Fanpo%2Fdaigaku%2Fkensaku-yougo.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.meti.go.jp%2Fpolicy%2Fanpo%2Fdaigaku%2Fgaihihantei_kagakubusshituyomikae.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.meti.go.jp%2Fpolicy%2Fanpo%2Fdaigaku%2Fgaihihantei_kagakubusshituyomikae.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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まず事前確認シートに研究内容や関連する物品・技術の詳細を記入し、

輸出管理担当者へ提出しましょう※

2. 該非判定｜具体的なアクションに繋がるヒント

※大学によって運用が異なる場合があるため、必ず自大学の運用方法を確認してください。また、上記の事例は必要な情報の粒度を示しているため、具体名や内容まで保証するものでは

ありません。その他、ポイントのみを抜粋して掲載しているため、他に収集が必要な情報や観点がある場合も想定されます。

事前確認シート記入例

詳しく記入するほど判断材料が増えます。情報量が少ないと、確認

のための連絡を複数回に渡って行う必要が出てくるため、始めから詳

細を具体的に記載するのがお勧めです。

取引区分・類型

➢ 相手先と、どのように契約形態を想定していますか？

➢ 技術の提供／貨物の輸出のいずれに該当しますか？

➢ どのような提供方法／輸出内容を想定していますか？

相手先の情報

➢ 相手先（契約先／需要者／仕向地）の名称、所在

地は何ですか？

➢ 契約予定日や期間はどのくらいですか？

技術・貨物の情報

➢ 提供技術／輸出貨物の名称及び仕様は何ですか？

➢ 相手方の使用目的は何ですか？

相手先に関する懸念情報

➢ 仕向地は懸念国又は国連武器禁輸国・地域です

か？

➢ 相手先は外国ユーザーリストへ掲載されていますか？

取引区分・類型

➢ 相手区分：受託研究、研究成果提供

➢ 取引類型：貨物の輸出（試料・サンプルの送付）

相手先の情報

➢ 契約先・需要者：B大学（個人名不要）

技術・貨物の情報

➢ 貨物の名称：重水（Deuterium oxide, D2O）

➢ 貨物の仕様：
• 形状・形態：液体（研究用溶媒）

• 使用量の典型例：10mL程度

• 用途：有機物の重水素置換合成用、NMR 溶

媒 等（研究用途）

相手先に関する懸念情報

➢ 仕向地の懸念国又は国連武器禁輸国・地域への該

当有無：無し

➢ 外国ユーザーリストへの掲載有無：無し

出所）安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（第五版）、仮想該非判定事例集をもとに作成。

2.事前確認シートに記入し、必要に応じて提出する（学内の記入例と照合して、不足を補う）1. 最低限必要となる情報を確認

A大学の山田教授は、受託研究の成果物として、化学物質を海外のB大学のスミス教授へ試料を輸出することとなった。

確認ポイント

事例
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第３章 具体的場面における対応 １．外国出張
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出張計画の立案・申請 帰国（必要に応じて）

事前確認シート等の作成、

該非判定等の実施

渡航

✓ 輸出管理上の懸念があった

場合は、手続きに時間を要す

るため、出張計画が決まったら、

早急に担当部署に連絡する

✓ 過去の出張経験から「手続き

不要」と自己判断せず、少し

でも懸念がある場合は輸管

担当に相談する

外国出張時は、早期に出張計画を提出するとともに、持ち出す貨物・技術について担当部署

と連携して確認する必要があります。また、渡航時には情報管理を適切に実施しましょう※

3. 外国出張｜プロセスとポイント

外国出張のプロセスとポイント

 学内の海外出張申請様式にて、

出張の目的や場所、期間、対応

者等を提出する

 持ち出す貨物や技術、接する相

手等を把握し、様式に正確に記

入する

 計画申請時に事前確認シート等

を作成し、所定の手続きを行う

※第2章、第4章参照

 該非判定等が求められる場合は、

担当部署と連携して実施する

 渡航先では、事前に申請した範

囲内での活動を遵守する

 規制技術データが入ったUSBや

PCには、ファイルの暗号化やパス

ワードをかける

 出張報告等を提出する

✓ 外国出張時に想定される以下

の行為についても、輸出管理の

対象となるため、要注意

✓ 装置等をハンドキャリーで持

ち出す

✓ 口頭での発表、指導等の

技術支援

✓ 渡航先で予定外の技術情報

や資料の提供を求められた際

は、その場で承諾せず、帰国

後に関係各所に相談する

✓ 万一PC等の盗難に遭った場合

は、所属組織に速やかに報告

する

✓ 持ち出したPCや研究試料等が

全て手元にあるかを確認し、万

一紛失した場合は速やかに関

係各所に連絡する

出張計画の策定
出張事務担当及び

輸管担当への伝達
事後書類の提出

出所）経済産業省「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（第五版）」、経済産業省「大学・研究機関における安全保障貿易管理に関するヒヤリハット事例集」をもとに作成。

※大学によって運用が異なる場合があるため、必ず自大学の運用方法を確認してください。
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外国出張する際は、出張前に実施内容・持参品を精査して、事前確認シートを輸出管理担

当者へ提出しましょう※

3. 外国出張｜具体的なアクションに繋がるヒント

※大学によって運用が異なる場合があるため、必ず自大学の運用方法を確認してください。また、上記の事例は必要な情報の粒度を示しているため、具体名や内容まで保証するものでは

ありません。その他、ポイントのみを抜粋して掲載しているため、他に収集が必要な情報や観点がある場合も想定されます。

取引区分・類型

➢ 出張先では、どのような形での技術の提供（意見交換、発表等も含む）や貨物

の持参（試料・サンプル・装置等の持参）が想定されますか？

相手先の情報

➢ 出張先はどこですか？

➢ 面談する予定の相手先（面談者、機関）の名称、所在地は何ですか？

➢ 出張期間はどのくらいですか？

技術・貨物の情報

➢ 輸出貨物の名称・仕様は何ですか？

➢ 提供技術の名称・内容は何ですか？

➢ 共同研究の目的は何ですか？

出所）安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（第五版）、仮想該非判定事例集をもとに作成。

相手先が国防・軍事関係者でないか、懸念活動に関与していないか

リスト規制（該非判定）の対象となるか

大量破壊兵器等の開発・製造等（懸念用途）に使用されないか

相手先の機関は外国ユーザーリストへ掲載されていないか

出張先は懸念国又は国連武器禁輸国・地域かどうか

出張先でどのような輸出管理上留意すべき取引が発生するか

輸出管理担当者が確認するポイント教員（研究者）が最低限確認すべき情報

例外適用の情報

➢ 意見交換等の内容は具体的にどのようなものが想定されますか？

➢ 発表等は、不特定多数が参加できる公開の学会ですか？

➢ 発表内容はすでに論文等で公開済みのものですか？

公知の特例を適用することができるか
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第３章 具体的場面における対応 ２．共同研究
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共同研究では、契約書への記載や事前の取り決めにより、規制技術の再移転の制限や

政府の許可を得た上での規制技術の提供などを定めることが求められます

3. 共同研究｜プロセスとポイント

共同研究のプロセスとポイント

規制技術の確認

✓ 教員個人の人脈

を起点とする共同

研究についても、

早い段階から輸

出管理上の確認

を実施する

 提供する技術のリス

ト規制該当性を確

認する

※第2章参照

用途・需要者の確認

✓ 明らかガイドラインや用途・需要者チェックリスト

等に記載されている確認事項を参照し、研究

成果の用途に関する明確な説明がされている

か、外国ユーザーリストに掲載されている研究機

関に対し懸念区分に関係する技術提供を行う

ことにならないか、などの観点から共同研究先

を確認する

 提供する予定の技

術が大量破壊兵器

等又は通常兵器の

開発等に利用される

おそれがあるかを確

認する

実施可否の相談、契約締結

✓ 教員個人の人脈を起点とする海外との共同研

究（共著論文の執筆等）では、契約が締結さ

れない場合が多いため、特に注意が必要である

 共同研究計画書を関係部局に提出する

 法務等の関連部門と協議しつつ以下の記載を

含む契約内容を調整し、決裁を進める

 大量破壊兵器・通常兵器の開発に関わる技術を無

許可で再提供することを禁止する

 政府の許可が必要な技術提供は許可取得後に提

供する

 外為法違反の疑いがある場合は速やかに関係当局

に報告する

 これらの取り決め等が順守されない場合は契約不履

行として以後の取引を中止する

実施中の管理

✓ 外為法違反の疑

いが生じた際は、

学内担当部署へ

報告し、法令違

反防止策を講じる

✓ 取り決めが守られ

ない場合は、直ち

に取引を停止する

 研究の進捗に伴い、

非公知技術を提供

する場合は、再度該

非判定を実施する

ユーザーリスト

共同研究

計画書の提出
契約内容の調整 新技術

の提供

取り決め
の遵守

出所）経済産業省「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（第五版）」、経済産業省「大学・研究機関における安全保障貿易管理に関するヒヤリハット事例集」、経済産業省「大学・研究機関向けＱ＆Ａ」、「安全保障貿易管理と

大学・研究機関における機微技術管理について」をもとに作成。

契約締結用途の確認 相手先の確認

 共同研究先の詳細

な活動内容をHP等

を通じて確認する

 外国ユーザーリストへ

の掲載有無を確認

する

※大学によって運用が異なる場合があるため、必ず自大学の運用方法を確認してください。
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契約前に研究題目・相手先情報・研究費などを整理し、取引における技術提供範囲や相手

先の懸念情報を確認した上で、事前確認シートを提出しましょう※

3. 共同研究｜具体的なアクションに繋がるヒント

※大学によって運用が異なる場合があるため、必ず自大学の運用方法を確認してください。また、上記の事例は必要な情報の粒度を示しているため、具体名や内容まで保証するものでは

ありません。その他、ポイントのみを抜粋して掲載しているため、他に収集が必要な情報や観点がある場合も想定されます。

共同研究の形態・類型

➢ どのような取引区分ですか？

➢ 研究期間、研究内容や役割分担、および研究費はどのようなものですか？

➢ 技術の提供／貨物の輸出のいずれに該当しますか？

➢ どのような提供方法／輸出内容を想定していますか？

相手先の情報

➢ 相手先（企業・機関）の名称は何ですか？

➢ 相手先の所在地はどこですか？

➢ 相手先の担当部署・職名、担当者氏名（フルネーム）は何ですか？

技術・貨物の情報

➢ 輸出貨物の名称・仕様は何ですか？

➢ 提供技術の名称・内容は何ですか？

➢ 共同研究の目的は何ですか？

出所）安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（第五版）、仮想該非判定事例集をもとに作成。

相手先が国防・軍事関係者でないか、懸念活動に関与していないか

リスト規制（該非判定）の対象となるか

大量破壊兵器等の開発・製造等（懸念用途）に使用されないか

契約内容によって技術提供の範囲や責任の所在が規定されているか

相手先の機関は外国ユーザーリストへ掲載されていないか

仕向地は懸念国又は国連武器禁輸国・地域かどうか

この相手先との取引は新規か、それとも継続か

輸出管理担当者が確認するポイント教員（研究者）が最低限確認すべき情報
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第３章 具体的場面における対応 ３．人の受入れ
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留学生等の受入れでは、指導予定内容と出願書類等から得られる情報をもとに受入可否や

指導内容を精査しましょう。また、定期的な確認や帰国時の注意喚起等も実施しましょう※

3. 人の受入れ（留学生・研究者等） ｜プロセスとポイント

人の受入れのプロセスとポイント

入口管理

✓ 留学生を受け入れる際は輸出管理上の確

認が必要となるため、安易な内諾は避ける

✓ 輸出管理上の懸念が確認後にも払しょくさ

れない場合には、提供技術の再検討や、

関係学科等に配置しない対応も検討する

✓ 規制技術を提供する場合は、事前に許可

を取得する

 申請書類や研究実績をもとに、安全保障上の

懸念の有無（研究内容、研究の目的、出身国、

出身組織、特定類型該当性等）を確認する

 外国人受入れの事前確認シート等の学内様式

がある場合は、正確に記載し、輸管担当等に提

出する

中間管理

✓ 研究の進展や学生の進学や転学・転籍等で

指導・研究内容が変わった場合は、リスト規制

該当性等を再確認する

✓ 外国ユーザーリスト改訂により在籍留学生の出

身組織が新たに掲載される可能性があるため、

定期的に最新情報を確認する

✓ 在籍留学生が学位取得や採用等で自研究室

や大学の一員になった際も技術提供を行う側

の立場で輸出管理上の留意点を再確認する

 留学生から特定類型該当性に関する報告を受

ける体制を整え、該当した場合は、改めて提供

する技術等を検討する

 留学生が居住者（特定類型非該当）となって

も、外国に渡航し、海外での技術提供（学会

発表等）を行う場合は確認が必要

出口管理

✓ 大学等から提供を受けた研究上の技術情

報の使用を民生用途に限る旨を内容とす

る誓約書等が学内で定められている場合、

その誓約書を取得する

 母国へ帰国後の規制技術の提供や、帰国時の

貨物の持ち出しを行わないよう注意喚起する

 留学終了後の進路先（就職先等）を確認す

る

申請書類や研究実績

懸念情報、

研究内容等を確認
注意喚起 卒業・退職時の確認提供技術の確認 担当部署への連携

出所）経済産業省「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（第五版）」、経済産業省「大学・研究機関における安全保障貿易管理に関するヒヤリハット事例集」、文部科学省「大学の国際化と危機管理について～安全保障貿易管理に関する

観点から～」、平成30年度大学・研究機関向け説明会「大学での安全保障輸出管理－留学生/外国人研究者の受け入れについて－」をもとに作成。

※大学によって運用が異なる場合があるため、必ず自大学の運用方法を確認してください。
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第４章 困った際の連絡先
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ご質問・ご相談は、以下の連絡先までお気軽にご連絡ください

4. 困った際の連絡先

※こちらには、大学・研究機関として設けている各種相談窓口等の連絡先や体制図を

ご記載ください。

◼ ご不明点があれば、まずはこちらにご相談ください ◼ 安全保障貿易管理について、詳しい情報はこちらをご覧ください

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

⚫ 経済産業省 安全保障貿易管理HP

⚫ 安全保障貿易管理制度概要、法令解釈の質問について

bzl-qqfcbh(at)meti.go.jp

安全保障貿易管理課

⚫ リスト規制・キャッチオール規制及び包括輸出許可の申請手続き等

について

bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp

安全保障貿易審査課

bzl-anposhinsa-catchall(at)meti.go.jp

リスト規制について

キャッチオール規制について

⚫ 輸出者等遵守基準や輸出管理内部規程（CP）について

安全保障貿易検査官室

bzl-qqfcbh(at)meti.go.jp

◼ その他、お問い合わせ先はこちら

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
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